
4-8 

4-1-2 悪臭 

悪臭規制法による臭気指数規制基準は表 4-1-7に示すとおりである。また山梨県の悪

臭に対する公害苦情件数の状況は表 4-1-8に示すとおりである。 

「悪臭防止法」（昭和 46年 6月 1日公布、昭和 47年 5月 31日施行）は、工場その他

の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪

臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資すること

を目的としている。 

都道府県知事は住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地

域を指定し、地域内の全ての工場・事業場を対象に特定悪臭物質(現在 22物質指定)の濃

度又は臭気指数(人間の嗅覚を用いた測定方法)どちらかの規制基準を定める。 

特定悪臭物質に係る規制及び臭気指数の規制基準は、敷地境界線上の規制基準（1号

基準）、気体排出口の基準（2号基準）、排出水の規制基準（3号基準）の 3つの規制基準

がある。敷地境界線上の規制基準の範囲は臭気強度 2.5～3.5の間で定められている。 

山梨県では平成17年2月1日(山梨県告示496号)から臭気指数による規制を定めてい

る。計画地周辺の大月市、都留市の一部が規制対象地域となっている。 

また、山梨県の悪臭に対する公害苦情件数の状況は、平成22年度に142件へと増加し、

翌年の平成 23年度は 133件で減少したものの、以前よりやや多くなっている。 

 

表 4-1-7 悪臭防止法による臭気指数規制基準 

区分 規制基準 

A区域 臭気指数 13 

B区域 臭気指数 15 

C区域 臭気指数 17 

注釈）・A区域：主に居住地域など、これらに相当する地域に準ずる地域 

   ・B区域：準工業地域、商業地域など、これらに相当する地域に準ずる地域 

   ・C区域：工業地域など、悪臭に対して順応の見られる地域に準ずる地域 

出典）「騒音・振動・悪臭規制マニュアル」(山梨県大気水質保全課 平成 24年) 

   大月市告示第 6号（平成 24年 3月 1日） 

 

表 4-1-8 山梨県の悪臭に対する苦情件数の状況 

年度 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 

苦情件数（件） 120 99 120 142 133 

出典）「やまなしの環境」(山梨県大気水質保全課 平成 20年～平成 24年版)  
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4-1-3 騒音・振動 

(1) 騒音 

騒音に係る環境基準は表4-1-9～11に、規制基準は表4-1-12～16に示すとおりである。 

また、山梨県の騒音に対する公害苦情件数の状況は、表 4-1-17に示すとおりである。 

騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間区分毎に定められており、一般地域、道

路に面する地域及び特例として幹線道路に近接する空間の環境基準がそれぞれ指定され

ている。本事業計画の計画地に指定はない。 

「騒音規制法」により、規制指定地域における特定施設を有する工場及び事業場、特

定建設作業及び自動車騒音等に対し、騒音の規制基準を設けている。本事業計画の計画

地は、騒音の規制基準第 4種区域に指定されている。 

また、山梨県の騒音に対する公害苦情件数の状況は、平成 23年度は 75件と、ここ数

年での平均的な件数となっている。 

 

表 4-1-9 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の類型 

基 準 値 

昼間 

（午前 6時から午後 10時） 

夜間 

（午後 10時から午前 6時） 

AA 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 40 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

A及び B 55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

C 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

 

地域の類型 当てはめる地域 

A 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 8条第 1項第 1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第

二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 

B 都市計画法第 8条第 1項第 1号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域及び、準住居地域(同

項第 2号に掲げる特別用途地区のうち、特別工業地区及び特別業務地区を除く。) 

C 都市計画法第 8条第 1項第 1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並び

に同項第 2号に掲げる特別用途地区のうち、特別工業地区及び特別業務地区 

備考）AAは療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域であるが、山梨県での

該当地域はない 

出典）「騒音・振動・悪臭規制マニュアル」(山梨県大気水質保全課 平成 24年) 

   山梨県告示 368号、大月市告示第 11号(平成 24年 4月 1日施行) 
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表 4-1-10 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

地域の類型 

基 準 値 

昼間 

（午前 6時から午後 10時） 

夜間 

（午後 10時から午前 6時） 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道

路に面する地域 
60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道

路に面する地域及び C 地域のうち車線を有

する道路に面する地域 

65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

備考）車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をい

う。 

 

表 4-1-11 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間） 

基 準 値 

昼  間 

（午前 6時から午後 10時） 

夜  間 

（午後 10時から午前 6時） 

70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、

屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間：45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下、夜間：40 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下）によることができる。 

備考）「幹線交通を担う道路」は、高速自動車道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては 4車

線以上の区間に限る。）等を表す。 

 

表 4-1-12 騒音規制法に基づく規制 

１ 特定施設（法第 2条、令第 1条別表第 1） 

 

 

特 定 施 設 規 模 要 件 等 

１ 
金 

属 

加 

工 

機 

械 
イ 圧  延  機  械  原動機の定格出力の計が 22.5KW以上 

ロ 製  管  機  械  

ハ ベ ン デ ィ ン グ マ シ ン ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75KW以上 

二 液  圧  プ  レ  ス 矯正プレスを除く 

ホ 機  械  プ  レ  ス 呼び加圧能力 294 ｷﾛﾆｭｰﾄﾝ(30重量ﾄﾝ)以上 

へ せ  ん  断  機 原動機の定格出力が 3.75KW以上 

ト 鍛タン     造    機  

チ ワイヤーフォーミングマシン  

リ ブ ラ ス ト タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く 

ヌ タ ン ブ ラ ー  

ル 切 断 機 といしを用いるもの 
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2 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が 7.5kW以上 

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、

ふるい及び分級機 
原動機の定格出力が 7.5kW以上 

4 織  機 原動機を用いるもの 

5 建設用資材製造機械 
気ほうコンクリートプラントを除き、 

混練機の混練容量が 0.45㎥以上  イ コンクリートプラント 

 ロ アスファルトプラント 混練機の混練重量が 200kg以上 

6 穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5KW以上 

7 イ ドラムバーカー  

ロ チ ッ パ ー 原動機の定格出力が 2.25KW以上 

ハ 破  木  機  

二 帯 の こ 盤 製材用：原動機の定格出力が 15KW以上 

木材用：原動機の定格出力が 2.25KW以上 ホ 丸 の こ 盤 

ヘ か ん な 盤 原動機の定格出力が 2.25KW以上 

8 抄 紙 機  

9 印 刷 機 械 原動機を用いるもの 

10 合成樹脂用射出成形機  

11 鋳 型 製 造 機 ジョルト式のもの 

 

表 4-1-13 特定施設に係わる騒音の規制基準 

 

時間区分 

 

区域区分 

昼間 朝・夕 夜間 

午前 8時から 

午後 7時まで 

午前 6時から 

  午前 8時まで 

午後 7時から 

午後 10時まで 

午後 10時から 

翌日午前 6時まで 

第 1種区域 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 40 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

第 2種区域 55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

第 3種区域 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

第 4種区域 70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

注釈) ・第 1種区域：特に静穏の保持を必要とする区域  

   ・第 2種区域：静穏の保持を必要とする区域 

   ・第 3種区域：騒音の発生を防止する区域 

   ・第 4種区域：著しい騒音の発生を防止する区域 

   ・第 2種、3種、4種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等の敷

地の周囲 50mの区域内は、表に掲げる当該値から 5 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ減とする。 

出典）「騒音・振動・悪臭規制マニュアル」(山梨県大気水質保全課 平成 24年) 

   大月市告示第 4号（平成 24年 4月 1日施行） 
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表 4-1-14 騒音規制法に規定する特定建設作業 

番号 作 業 内 容 

1 
くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を使用する作業

（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く） 

2 びょう打機を使用する作業 

3 
さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係

る二地点間の最大距離が 50mをこえない作業に限る） 

4 
空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15kw以上のものに

限る）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く） 

5 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ（混練機の混練容量が 0.45㎥以上のものに限る）又はｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ（混練機の混練重量が

200㎏以上のものに限る）を設けて行う作業（モルタルを製造するためにｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄを設けて行う作

業を除く） 

6 
バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを

除き、原動機の定格出力が 80kw以上のものに限る。）を使用する作業 

7 
トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定す

るものを除き、原動機の定格出力が 70kw以上のものに限る。）を使用する作業 

8 
ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するもの

を除き、原動機の定格出力が 40kw以上のものに限る。）を使用する作業 

 

表 4-1-15 騒音規制法による特定建設作業騒音の規制基準 

規制の項目 規制の内容 備考 

作業場所の敷地境界線の騒音レベル 85 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

作業禁止時間 
1号区域 午後 7 時から翌午前 7時まで 

1,2,3,4,5 
2号区域 午後 10時から翌午前 6時まで 

1日の作業時間 
1号区域 10時間以内 

1,2 
2号区域 14時間以内 

作業期間 
1号区域 

連続して 6日以内 1,2 
2号区域 

作業禁止日 日曜日、その他の休日 1,2,3,4,5,6 

備考) ・災害その他の非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合を除く。 

   ・人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。 

   ・鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。 

   ・道路法に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を行うべき旨の条件が付された場合及び当該特定

建設作業を行うべきこととされた場合を除く。 

   ・道路交通法の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を行うべき旨の条件が付された場合及

び当該特定建設作業を行うべきこととされた場合を除く。 

   ・電気事業法施行規則に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業

を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生

命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。 

注釈) ・第 1号区域：特定施設に係わる騒音規制基準（P36記載）で定める第 1種、第 2種、第 3種区域と、第 4

種区域のうち学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おお

むね 80m以内の区域。 

   ・第 2号区域：指定地域のうち、第 1号区域以外の区域。 

出典) 「騒音・振動・悪臭規制マニュアル」(山梨県大気水質保全課 平成 24年) 

大月市告示第 7号（平成 24年 4月 1日施行） 

  



4-13 

表 4-1-16 騒音規制法による指定区域内における自動車騒音の限度 

＜要請限度値＞ 

時間区分 

 

区域区分 

昼間 夜間 

午前 6時から 

午後 10時まで 

午後 10時から 

翌日午前 6時まで 

a区域及び b区域のうち 1車線を有する道路に面する区域 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

a区域のうち 2車線以上の道路に面する区域 70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

b区域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc区域のうち車

線を有する道路に面する区域 
75 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

特例：上記に掲げる区域のうち、幹線道路を担う道路に近接する

区域（2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界

線から 15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷

地の境界線から 20mまでの範囲をいう。） 

75 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

＜区域の区分＞ 

区分 該当区域 

a区域 第一種区域並びに第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 

b区域 第二種区域から第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除いた

地域 

c区域 第三種区域及び第四種区域 

備考）・第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、特定工場等において発生する騒音及び特定建

設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の

規制基準（平成 24年 3月 1日大月市告示第 4号）に定める第一種区域、第二種区域、第三種区域及び

第四種区域をいう。 

   ・第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第

8条第一項の規定により定められた地域をいう。 

出典）「騒音・振動・悪臭規制マニュアル」(山梨県大気水質保全課 平成 24年) 

大月市告示第 8号（平成 24年 4月 1日施行） 

 

表 4-1-17 山梨県の騒音に対する苦情件数の状況 

年度 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 

苦情件数（件） 73 70 57 92 75 

出典)「やまなしの環境」山梨県大気水質保全課 平成 20年～平成 24年版 
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(2) 振動 

      振動規制法による振動の規制基準及び道路交通振動の限度は、表 4-1-18～22に示すと

おりである。また、山梨県の振動に対する公害苦情件数の状況は、表 4-1-23に示すとお

りである。 

      振動については、「振動規制法」により規制指定地域における特定施設を有する工場及

び事業場、特定建設作業及び道路交通振動等に対し、振動の規制基準を設けている。 

     本事業計画の計画地は、振動の規制地域第2種区域に指定されている。 

      また、山梨県の振動に対する公害苦情件数の状況は、平成 23年度は1件と他の公害苦

情件数と比べて少なくなっている。 

 

表 4-1-18 振動規制法に規定する特定施設 

番号 作 業 内 容 

1 金属加工機械（液圧プレス、機械プレス、せん断機、鍛造機、ﾜｲﾔｰﾌｫｰﾐﾝｸﾞﾏｼﾝ） 

2 圧縮機 

3 土石用又は鉱物用の破砕機、ふるい及び分級機 

4 織機（原動機付） 

5 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾏｼﾝ並びにｺﾝｸﾘｰﾄ管製造機械及びｺﾝｸﾘｰﾄ柱製造機械 

6 木材加工機械（ドラムバーカー、チッパー） 

7 印刷機械 

8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 

9 合成樹脂用射出成形機 

10 鋳型造型機 

 

表 4-1-19 特定施設に係わる振動の規制基準 

時間区分 

区域区分 

昼間 夜間 

午前 8時から午後 7時まで 午後 7時から翌朝午前 8時まで 

第 1種区域 60デシベル 55デシベル 

第 2種区域 65デシベル 60デシベル 

備考) 区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周辺 50mの区

域内における規制基準は、該当する値から 5デシベルを減じた値とする。 

注釈）・第 1種区域：良好な住居環境を保全するため特に静穏の保持を必要とする区域、及び住居の用に供さ

れているため静穏の保持を必要とする区域 

・第 2種区域：住居及び商業、工業等の用に供されている区域であって、振動の発生を防止する必要が

ある区域、及び工業等の用に供されている区域であって著しい振動の発生を防止する必

要がある区域 

  出典)「騒音・振動・悪臭規制マニュアル」(山梨県大気水質保全課 平成 24年) 

昭和 54年 3月 14日山梨県告示 100号 

大月市告示第 5号（平成 24年 4月 1日施行） 
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表 4-1-20 振動規制法に規定する特定建設作業 

番号 作 業 内 容 

1 
くい打機（もんけん及び圧力式くい打機を除く）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く）又はくい打くい

抜機（圧入式くい打くい抜機除く）を使用する作業 

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

3 
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に

係る二地点間の最大距離が 50mをこえない作業に限る） 

4 
ブレーカー（手持式のものを除く）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一

日における当該作業に係わる二地点間の最大距離が 50mをこえない作業に限る） 

 

表 4-1-21 振動規制法による特定建設作業振動の規制基準 

規制の項目 規制の内容 備考 

作業場所の敷地境界線の振動レベル 75 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下  

作業禁止時間 
1号区域 午後 7 時から翌午前 7時まで 

1,2,3,4,5 
2号区域 午後 10時から翌午前 6時まで 

1日の作業時間 
1号区域 10時間以内 

1,2 
2号区域 14時間以内 

作業期間 
1号区域 

連続して 6日以内 1,2 
2号区域 

作業禁止日  日曜日、その他の休日 1,2,3,4,5,6 

  備考) ・災害その他の非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合を除く。 

      ・人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。 

     ・鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。 

     ・道路法に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を行うべき旨の条件が付された場合及び当該

特定建設作業を行うべきこととされた場合を除く。 

     ・道路交通法の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を行うべき旨の条件が付された場

合及び当該特定建設作業を行うべきこととされた場合を除く。 

     ・電気事業法施行規則に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設

作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事す

る者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

を除く。 

  注釈) ・第 1号区域：大月市告示第 5号により指定された第 1種区域、第 2種区域のうち規制図面中の緑色又

は黄色に色分けされている区域及び赤色に色分けされている区域に所在する学校・保育

所・病院、診療所・図書館・特別養護老人ホームの周囲、概ね 80m以内の区域。 

(規制図面は山梨県大気水質保全課または大月市生活環境課にて閲覧可能) 

     ・第 2号区域：指定地域のうち、第 1号区域以外の区域。 

  出典) 「騒音・振動・悪臭規制マニュアル」(山梨県大気水質保全課 平成 24年) 

大月市告示第 9号（平成 24年 4月 1日施行） 
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表 4-1-22 振動規制法による道路交通振動の限度 

時間区分 

区域区分 

昼間 夜間 

午前 8時から午後 7時まで 午後 7時から翌朝午前 8時まで 

第 1種区域 65デシベル 60デシベル 

第 2種区域 70デシベル 65デシベル 

  備考）区域の区分の第 1種区域、第 2種区域は特定施設の規制基準（表 4-1-19記載）と同じ。 

 

表 4-1-23 山梨県の振動に対する苦情件数の状況 

年度 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 

苦情件数（件） 4 4 6 3 1 

     出典)「やまなしの環境」(山梨県大気水質保全課 平成 20年～平成 24年版) 
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4-1-4 水質汚濁 

(1) 水質 

1) 水質汚濁に係わる環境基準 

水質汚濁に係わる環境基準は表 4-1-24～25(2)に示すとおりである。 

人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準、水生生物の

保全に係る環境基準があり、水系別に類型指定がなされている。計画地に隣接する笹

子川は生活環境の保全に関しては A類型に指定されている。水生生物の保全に関して

は生物 A類型に指定されている。 

 

表 4-1-24 人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域及び地下水） 

項     目 基準値(mg/l) 測定方法 

カドミウム 0.003以下 JIS K0102 55 

全シアン 検出されないこと JIS K0102 38.1.2及び 38.2 

鉛 0.01以下 JIS K0102 54 

六価クロム 0.05以下 JIS K0102 65.2 

砒素 0.01以下 JIS K0102 61.2 

総水銀 0.0005以下 環境庁告示第 59号付表 1 

アルキル水銀 検出されないこと 環境庁告示第 59号付表 2 

ＰＣＢ 検出されないこと 環境庁告示第 59号付表 3 

ジクロロメタン 0.02以下 JIS K0125 5.1,5.2 

四塩化炭素 0.002以下 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 

塩化ビニルモノマー (地下水) 0.002以下 環境庁告示第 10号付表 

1,2－ジクロロエタン 0.004以下 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.1 

1,1－ジクロロエチレン 0.1以下 JIS K0125 5.1,5.2 

シス－1,2－ジクロロエチレン(公共用水域) 0.04以下 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.2 

1,2－ジクロロエチレン(地下水) 0.04以下 
ｼｽ体  JIS K0125 5.1,5.2,5.3.2 

ﾄﾗﾝｽ体 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.1 

1,1,1－トリクロロエタン 1以下 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006以下 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 

トリクロロエチレン 0.03以下 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 

テトラクロロエチレン 0.01以下 JIS K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 

1,3－ジクロロプロペン 0.002以下 JIS K0125 5.1,5.2 

チウラム 0.006以下 環境庁告示第 59号付表 4 

シマジン 0.003以下 環境庁告示第 59号付表 5の第 1 

チオベンカルブ 0.02以下 環境庁告示第 59号付表 5の第 1 

ベンゼン 0.01以下 JIS K0125 5.1,5.2 

セレン 0.01以下 JIS K0102 67.2 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下 JIS K0102 43.2.1,43.2.3,43.1 

フッ素 0.8以下 JIS K0102 34.1 

ホウ素 1以下 JIS K0102 47.1,47.3 

1,4－ジオキサン 0.05以下 環境庁告示第 59号付表 7 

備考) ・基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係わる基準値については最高値とする。 

   ・「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が該当方

法の定量限界を下回ることをいう。 

・海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

   ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1,43.2.3又は 2.5により測定された硝酸イオンの濃度

に換算係数 0.2259を乗じたものと規格 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045を

乗じたものの和とする。） 
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表 4-1-25(1) 生活環境の保全に関する環境基準 

 河川（湖沼を除く）  

項
目 

 
 
 

類
型 

利用目的 

の適応性 

基 準 値 

水 素 

イオン 

濃 度 

生物化学 

的 酸 素 

要 求 量 

(mg/l) 

浮   遊 

 

物 質 量 

(mg/l) 

溶  存 

 

酸 素 量 

(mg/l) 

大 腸 菌 

群  数 

(MPN/100ml) 

AA 

水道１級 

自然環境保全 

及び A以下の欄に 

掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
1以下 25以下 7.5以上 50以下 

A 

水道２級 

水産１級 

水浴 

及び B以下の欄に 

掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
2以下 25以下 7.5以上 

1,000 

以下 

B 

水道３級 

水産２級 

及び C以下の欄に 

掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
3以下 25以下 5以上 

5,000 

以下 

C 

水道３級 

工業用水１級 

及び D以下の欄に 

掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
5以下 50以下 5以上 － 

D 

工業用水２級 

農業用水 

及び Eの欄に 

掲げるもの 

6.0以上 

8.5以下 
8以下 100以下 2以上 － 

E 

工業用水３級 

 

環境保全 

6.0以上 

8.5以下 
10以下 

ご み 等 の 浮 

遊 が 認 め ら 

れないこと 

2以上 － 

測定方法 
JIS K0102 

12.1 

JIS K0102 

12.1 

環境庁告示 

第59号 

付表8 

JIS K0102 

32 

量確数による

定量法 

備考) ・基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる） 

     ・農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上 7.5以下、溶存酸素 5mg/L以上とする。 

       （湖沼、海域もこれに準ずる） 

    ・自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

    ・水道 1級：ろ過等による簡易な浄化操作を行うもの 

         2級：沈殿ろ過等による通常の浄化操作を行うもの 

        3級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの 

    ・水産 1級：ﾔﾏﾒ、ｲﾜﾅ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産生物用 

        2級：ｻｹ科魚類及びｱﾕ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3級の水産生物用 

        3級：ｺｲ、ﾌﾅ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

    ・工業用水 1級：沈殿等による通常の浄化操作を行うもの 

          2級：薬品注入等による高度の浄化操作を行うもの 

          3級：特殊な浄化操作を行うもの 

    ・環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない程度 
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表 4-1-25(2) 水生生物の保全に係る環境基準 

河川・湖沼 

類型 水生生物の生息状況の適応性 
基準値 

全亜鉛(mg/l) ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(mg/l) 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物

及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03以下 0.001以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生

物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として

特に保全が必要な水域 

0.03以下 0.0006以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこ

れらの餌生物が生息する水域 
0.03以下 0.002以下 

生物特 B 

生物 A又は生物 Bの水域のうち、生物 Bの欄に掲

げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な水域 

0.03以下 0.002以下 

備考)ノニルフェノールの施行日は平成 24年 8月 22日 

出典)「やまなしの環境 2012」(山梨県大気水質保全課 平成 24年版)資料 9 

 

2) 水質測定結果 

計画地周辺における公共用水域水質測定結果は、表 4-1-26～27 に、測定地点は図

4-1-3に示すとおりである。 

          

表 4-1-26 平成 23年度公共用水域水質測定結果（環境基準点） 

水域名 地点名 
類 

型 

水生 

生物 pH 
BOD SS DO 大腸菌群数 全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

類型 mg/l mg/l mg/l MPN/100ml mg/l mg/l 

笹子川 西方寺橋 A 
生物

A 

7.6～

8.1 
0.8 2 10 9,500 0.001 未測定 

備考) ・数値は年平均 

   ・BODは日間平均値の年間の 75％値 

   ・pHは最小値～最大値 

出典)「やまなしの環境 2012」(山梨県大気水質保全課 平成 24年版) 

山梨県ホームページ（平成 23年度公共用水域水質測定結果） 

 

表 4-1-27 平成 23年度公共用水域水質測定結果（環境基準点以外の地点） 

水域名 地点名等 
pH BOD SS DO 大腸菌群数 

－ mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

笹子川 
藤沢橋上流 

（富士見沢橋） 

8月 7.6 ＜0.5 6 9 17,000 

2月 7.2 ＜0.5 ＜1 12.6 790 

真木川 初月橋上流 
8月 7.6 ＜0.5 19 9.2 24,000 

2月 7.3 0.9 1 13.4 700 

桂川合流 大月橋下 
8月 7.8 0.6 4 9.9 35,000 

2月 7.7 0.8 2 11.7 1,100 

葛野川 桂川合流手前 
8月 7.4 0.5 8 8.9 33,000 

2月 7.4 0.5 5 12.6 1,100 

桂川 下畑橋下流 
8月 7.7 0.5 7 9.1 28,000 

2月 7.5 0.5 2 12.6 1,300 

出典) 大月市役所環境課 
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事業予定地

笹子川　藤沢橋上流

（富士見沢橋）

真木川

初月橋上流

笹子川

西方寺橋

桂川合流

大月橋下

環境基準点

その他の地点

1000m 0 1000 2000 3000

１：５０，０００

図 4-1-3 公共用水域水質測定地点 
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(2) 水象 

計画地周辺における河川の状況は、図 4-1-4に示すとおりである。 

計画地は相模川水系に属する笹子川に隣接している。笹子川は計画地の西側の笹子峠

付近を水源とし、計画地より下流にて、大鹿川、藤沢川、宮川、真木川等の支川を集め、

計画地下流約 8km地点で桂川と合流し桂川となり、流下して神奈川県内において相模川

となる。 
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図 4-1-4 河川の状況 
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4-1-5 地形及び地質 

(1) 地形・地質 

1) 重要な地形及び地質 

計画地及びその周辺で指定されている重要な地形及び地質は、表 4-1-28 に示す文

献及び法令を基に選定を行った。重要な地形及び地質の調査結果は表 4-1-29 及び図

4-1-5 に示すとおりである。重要な地形及び地質として「藤野木－愛川構川構造線」、

「都留市の宝鉱山」及び「滝子山」が存在する。 

 

表 4-1-28 重要な地形・地質及び自然現象に関する文献及び法令名 

文献及び法令名 区分 

1 文化財保護法 

（昭和 25年 5月 30日法律第 214号 最終改正：平成 23年 5

月 2日法律第 27号） 

地質鉱物（特異な自然現象も含む） 

史跡名勝天然記念物 

特別名勝記念物 

2 山梨県文化財保護条例（昭和 31年 山梨県条例第 29号） 

大月市文化財保護条例（平成 17年 大月市条例第 17号） 

史跡名勝天然記念物（地形・地質） 

3 自然公園法 

（昭和 32年 6月 1日法律第 161号 最終改正：平成 23年 8

月 30日法律第 105号） 

国立公園・国定公園 

4 山梨県立自然公園条例 

（昭和 32年 12月 26日条例第 74号） 

自然公園 

5 第 1回環境保全基礎調査報告書（昭和 51年 環境庁） すぐれた地形・地質・自然現象 

6 第 3回環境保全基礎調査報告書（平成元年 環境庁） 地形、地質及び自然現象に係る自然景観資源 

7 日本のレッドデータブック第 1集―危機にある地形― 

（平成 12年 8月 青木賢人 小泉武栄編） 

日本のレッドデータブック第 2集―保存すべき地形― 

（平成 14年 3月 青木賢人 小泉武栄編） 

レッドデータブック掲載地形 

 

表 4-1-29 計画地及びその周辺に分布する重要な地形・地質 

所在地 
文献及び 

法令名 
名 称 

笛吹市・大月市・上野原市 5 藤野木－愛川構川構造線 

都留市 5 都留市の宝鉱山 

大月市 6 滝子山 
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50000分の1地形図　都留（国土地理院）

図 4-1-5 重要な地形及び地質の分布 
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2) 地形 

山梨県の大局的地形は、2,000-3,000m級の高い山地が、山梨県最西部の長野県境で

赤石山地、最北部の埼玉～長野県境で秩父山地地域である。1,000-2,000m級の山地は、

甲府盆地の北方の北山山地、西方の巨摩山地、北東地域の秩父山地、南方の御坂山地、

山梨県東部の道志山地、秋山山地、それに富士川沿いの身延山地、天子山地地域であ

る。北西部には、八ヶ岳の火山とその山麓地、南東部には、富士山とその山麓が広が

っている。甲府盆地東端と西端には、海抜400mの丘陵性台地がある。 

甲府盆地の東端は、秩父山地の延長である笠取山地、柳沢峠、大菩薩嶺、小金沢山、

笹子峠よりなる大菩薩分水嶺より成っている。その分水嶺の甲府盆地側は、重川、目

川が西流し笛吹川と合流し、更に盆地西部の流れを集めた釜無川に甲府盆地南端で合

流し、富士川となって南下する。大菩薩分水嶺は、1,000-2,000m級の山地で、この東

部、秩父山地の北部山地に降った雨水は、丹波川、小菅川に端を発し奥多摩湖を形成

し、多摩川水系を経て東京湾に注ぐ。中部に降った雨水は、葛野川、真木川、笹子川、

浅利川が桂川に合流し、更に鶴川も合流し、相模湖を経て相模川として相模湾に注ぐ。

山稜部は、1,000mを越す高さで、山腹は急峻な地形を成し、谷底の平地は狭小である。

葛野川の下流、桂川地域でやや開けた所もある。 

図4-1-6に地形分類を示す。計画地の大月市笹子町白野は桂川上流の支流、笹子川流

域に位置する。計画地は標高約550mで笹子川右岸の谷底低地、「古期土石流扇状地お

よび堆積面」上に位置する。南側の後背地は鶴ヶ鳥屋山(1,374m)まで続く斜度30～40°

の「山地斜面」となっている。なお、取水予定であるA沢の最上流部に「崩壊地」が存

在する。 

図4-1-7に地すべり地形位置を示す。計画地の南側に滑落崖及び移動体が存在する。

この位置は、日影沢の最上流部の鶴ヶ鳥屋山の山頂付近であり、計画地とは日影沢左

岸側尾根を挟んだ場所に位置する。 

図4-1-8に山地災害危険地区位置を示す。計画地及び南側の山地斜面は危険地区には

該当していない。なお、計画地の周辺においては、日影沢及び船橋沢の集水域が崩壊

土砂流出危険地区となっている。 
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図 4-1-6 地形分類 

地形分類の凡例は次頁に記載 
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地形分類凡例 

 

 

  


